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対応状況・反映状況の凡例  

◎…すでにマスタープラン盛り込まれているもの  

〇…マスタープランへ反映を検討するもの  

×…マスタープランへ反映しないもの  

－…マスタープランへ反映させる必要がないもの  

ワークショップで出された意見等に係るワークショップで出された意見等に係るワークショップで出された意見等に係るワークショップで出された意見等に係る     

都市計画マスタープランへの反映状況都市計画マスタープランへの反映状況都市計画マスタープランへの反映状況都市計画マスタープランへの反映状況                                                                    8 月 20 日（火）～8 月 30 日（金）開催  

№  提案・意見内容  回答  対応状況  備考（マスタープラン反映箇所など） 

(中心 ) 

１  

これまでのワークショップで出された

意見が多く反映されており、良い計画

になったと思います。  

（都市政策課）  

全４回のワークショップを開催し、こ

のマスタープランの素案を作ることが

できました。御協力ありがとうござい

ました。  

 

－  

 

(中心 ) 

２  

東日本大震災以降、吉田町、焼津市など

から移住地を求めている人たちがいる

のだから、積極的に島田市中心市街地を

開発して呼び込むべきではないか。  

（都市政策課） 

中心市街地については、土地区画整理事

業や再開発事業などの大規模な開発は

考えていませんが、基盤整備の基本的な

考え方については、以下の項目に記載し

ています。  

（２）土地利用の方針  

③低・未利用地などにおける基盤整備の

推進  

 

◎  

（２）土地利用の方針  

③低・未利用地などにおける基盤整

備の推進 

空き地・空き家の敷地など低・未利

用地については、市民・事業者・行政

の協働により、土地の換地・集約、区

画再編などを進め、道路・公園など

を小さなエリアから整備を進め良好

な市街地形成を図ります。 

（原案）P126 
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(中心 ) 

３  

中心市街地おいての企業誘致について

記載されていない。積極的に取組むべき

ではないか。  

 

（内陸フロンティア推進課） 

既存工場の空き用地については、土地所

有者の意向を踏まえつつ、企業誘致など

の支援を行います。 

 

〇  

（５）活力・魅力づくりの方針  

⑩操業環境の維持と企業誘致 

既存の工業地域・工業専用地域につ

いては、良好な操業環境の維持・向

上を図ります。 

また、既存工場の空き用地について

は、土地所有者の意向を踏まえつつ、

企業誘致などの支援を行います。 

（原案） P130 

(中心 ) 

４  

ドッグランを設けるなど、ペット愛好家

の視点を取り入れながら、公園をもっと

使い易くすれば、市外からの利用者が増

加するのではないか。  

（建設課）  

ばらの丘公園内に  「ばらの丘ドッグラ

ン」がありますので、是非御利用くださ

い。  

－  

 

(中心 ) 

５  

下水道事業が急に延長してきた。もっと

計画的なスケジュールを数年前から示

して実施しないと、市民も準備資金など

の対応ができない。市の全体計画を理解

していない市民が多いです。  

 

（下水道課）  

事業計画については、ホームページにて

掲載し、地元説明については、自治会長

を通じ回覧による周知後、事業説明会、

工事説明会を開催しています。  

今後は丁寧な周知説明に努めてまいり

ます。  

 

－  

 

(中心 ) 

６  

１メートル程度しかない道路にまで大

金を使って下水道管の敷設工事を実施

している。基盤整備と併せ整備するべき

ではないか。  

 

（下水道課）  

中心地域は、島田市の核となる市街地で

あり、下水道事業は、認可を受け、生活

排水処理に必要な整備として都市施設

に位置付けています。今後は大規模な基

－  
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盤整備は実現が難しいため、生活衛生環

境改善の視点から、下水道事業を進めて

いきたいと考えます。  

 

(中心 ) 

７  

地域別構想の項目順は、「安全安心・コミ

ュニティの方針」より「活力・魅力づく

りの方針」を先にした方が良いのではな

いか。  

（都市政策課）  

地域別構想の前段である全体構想にお

いて方針の序列を示しています。また、

安全安心なまちづくりは、総合計画の中

でも大きなテーマとして位置付けられ

ていることを考慮しています。このた

め、項目の序列についてはこのままとし

ます。  

 

－  

 

(中心 ) 

８  

新庁舎のまちづくりへの活用について

もっと明確に記載できないか。  

 

（資産活用課）  

新庁舎建設事業を含む市役所周辺整備

事業に係る基本構想（市役所周辺整備基

本構想）では、事業の基本理念を「人が

つどい 文化がうまれ まちがつなが

る みんなの広場」と定義しています。

この理念に沿って、新庁舎については、

今後の設計過程において行政運営の拠

点としての本来機能に加え、市民の交流

や賑わいの創出につながる役割の付与

について検討していきます。  

 

－  
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(中心 ) 

９  

この計画の内容はぼんやりしている印

象がある。何を目玉にして島田市は成長

して行くか、的を絞った計画にした方が

良い。核となる事業が必要  

（都市政策課） 

都市計画マスタープランは、将来都市像

を掲げ、将来都市像を目指すためには、

どのように進めて行けば良いのか、方向

性を示す計画です。 

このため、具体的な事業計画については

記載していませんので御理解下さい。 

 

－  

 

(中心 ) 

１０  

高校生に都市計画やまちづくりなどを

学ぶ機会づくりが必要ではないか。そう

すれば、知識をもった若者が将来に向け

た、まちづくりに参加できる。  

（都市政策課） 

高校生をはじめ、小中学生についても都

市計画やまちづくりを学ぶ機会は非常

に重要なことです。  

今後は、出前講座などを活用しながら、

都市計画やまちづくりを学んでいただ

く機会を設けていきたいと考えます。  

 

－  

 

(中心 ) 

１１  

民間活力の導入を考えるなら、民間が参

入しやすい環境を整備すべき。  

（都市政策課） 

民間が参入しやすい環境が必要という

考え方に基づいて、以下の項目に記載し

ています。  

（２）土地利用の方針  

③低・未利用地などにおける基盤整備の

推進 

（５）活力・魅力づくりの方針 

③本通六丁目・本通七丁目などにおける

◎  

（２）土地利用の方針  

③低・未利用地などにおける基盤整

備の推進 

空き地・空き家の敷地など低・未利

用地については、市民・事業者・行政

の協働により、土地の換地・集約、区

画再編などを進め、道路・公園など

を小さなエリアから整備を進め良好

な市街地形成を図ります。 

（原案）P126 
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市街地の再構築 

⑦魅力あふれる都市空間の形成 

 

（５）活力・魅力づくりの方針 

③本通六丁目・本通七丁目などにお

ける市街地の再構築 

本通六丁目・本通七丁目などにおい

ては、リノベーションによる民間活

力を導入しつつ、低・未利用地の換

地・集約、区画再編、道路・公園など

を小さなエリアから整備を進め良好

な市街地形成を図ります。 

⑦魅力あふれる都市空間の形成 

魅力あふれる都市空間の形成につい

ては、街路の再構築、広場の整備、歩

行者専用道路の有効活用などによ

り、市民や来訪者が憩い、にぎわい

を生み出す空間の形成を図ります。 

公園については、「緑の基本計画」の

見直しなどを通じて、将来人口の見

込みや事業実施上の課題などを踏ま

え、整備の優先度の設定を行います。

長期未整備公園について代替施設の

有無や代替機能の確保などを踏まえ

見直しを行うとともに、公園のあり

方や民間による柔軟な利活用につい

て、市民ニーズを踏まえ検討します。 

（原案）P129 
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(中心 ) 

１２  

地域の将来像に掲げた「都市と自然が調

和する歩いて暮らして楽しいまち」だ

が、これからの市街地をもっと良くして

いくといった特徴付けの表現の方が良

い。  

（都市政策課） 

地域の将来像につきましては、中心地域

及び大津地域を併せて地域の将来像を

掲げています。全体構想で都市の将来像

として掲げた「大井川がつなぐコンパク

トなまち

ｓ

‘」を目指し「歩いて暮らす」、

「歩いて楽しい」、「暮らして楽しい」を

イメージした将来像を掲げています。  

また、ワークショップで実施した地域づ

くりの目標の中には、「暮らして楽しい」

という御意見を参考にしています。  

 

－  

 

(中心 ) 

１３  

島田駅前が殺風景だと感じる。駐車場も

必要かもしれないが、もっとモニュメン

トやイルミネーションなどを増やした

りして、にぎわいの演出や市の発信力向

上に活用すべきだ。  

 

（都市政策課）  

島田駅前のにぎわい向上については、以

下の項目に記載しています。  

（１）拠点づくりの方針  

②市民や来訪者が集い楽しめる空間づ

くり 

 

◎  

（１）拠点づくりの方針  

②市民や来訪者が集い楽しめる空間

づくり 

島田駅や本通り周辺などについて

は、市民・団体・事業者などと協働

し、市民や来訪者が集い楽しむこと

ができる公共空間の整備、魅力ある

店舗の誘導、イベントの開催などを

行います。 

（原案）P126 

(中心 ) 

１４  

向島町公園が将来構想図に記載されて

いるが、現在整備されていない。これか

ら整備するのか。測量をやるといってか

ら、公園整備はどのようになったのか地

元に説明がない。  

（建設課）  

向島町公園については、現在測量が完了

し、本年度中に実施設計が完了する予定

です。公園の計画ができ次第、地元説明

を計画いたします。  

－  
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(六合 ) 

１５  

ワークショップの意見が反映いて、良く

作られていると感じた。  

（都市政策課）  

全４回のワークショップを開催し、こ

のマスタープランの素案を作ることが

できました。御協力ありがとうござい

ました。  

 

－  

 

(六合 ) 

１６  

空き地・空き家対策を具体的に明記し、

実行するべきだ。  

（都市政策課） 

空き地・空き家対策の基本的な考え方に

ついては、以下の項目に記載していま

す。具体的な施策については、個別計画

で検討します。  

（２）土地利用の方針  

⑤空き地・空き家の利活用 

 

◎  

（２）土地利用の方針  

⑤空き地・空き家の利活用 

今後、増加が予測される空き地・空

き家については、リノベーションな

どにより地域住民の交流の場などと

しての活用や所有者と活用したい人

のマッチングなどを通じた利活用を

検討します。 

（原案）P141 

(六合 ) 

１７  

河原大井川港線・島田大井川線の整備を

明記する必要はないか。  

（都市政策課） 

島田大井川線の整備につきましては、交

通の方針に明記しています。河原大井川

港線も含めた標記として、右記のとおり

修正します。  

〇  

（３）交通の方針 

①幹線道路の整備 

幹線道路の整備については、（都）道

悦旭町線、（都）御請道悦線、（市）谷

口道線の整備を進め、国道１号の４

車線化、東光寺インターチェンジの

フルインターチェンジ化、（一）島田

大井川線などについては国・県に整

備を働きかけます。 

（原案）P142 
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(六合 ) 

１８  

南北道路の改良工事を推進するべき。  

 

（都市政策課） 

南北交通や踏切による渋滞緩和のため、

御請道悦線、島田大井川線、構想路線に

位置付けている中河東光寺線の整備を

進める方針です。この基本的な考え方に

ついては、以下の項目に記載していま

す。 

（３）交通の方針 

①幹線道路の整備 

 

◎  

（３）交通の方針 

①幹線道路の整備 

幹線道路の整備については、（都）道

悦旭町線、（都）御請道悦線、（市）谷

口道線の整備を進め、国道１号の４

車線化、東光寺インターチェンジの

フルインターチェンジ化、（一）島田

大井川線などについては国・県に整

備を働きかけます。 

また、構想路線に位置付けている（仮

称）中河東光寺線については、地域

の状況に応じて都市計画決定に向け

検討します。 

（原案）P142 

(六合 ) 

１９  

踏切による渋滞緩和の具体的解消方法

を検討するべき。  

(六合 ) 

２０  

ゲリラ豪雨などの集中豪雨に備えた河

川整備を早急に進めるべきだ。  

（都市政策課） 

河川整備などの基本的な考え方につい

ては、全体構想の安全安心な都市づくり

の方針に記載しています。 

（原案）P93（２）①総合的な治水対策の

推進参照 

また、六合地域の河川整備の基本的な考

え方については、以下の項目に記載して

います。  

（４）安全安心・コミュニティの方針  

①河川整備 

 

◎  

（４）安全安心・コミュニティの方針  

①河川整備 

大井川については、「大井川水系河川

整備計画」に基づき必要な改修を国

に働きかけます。東光寺谷川につい

ては、栃山川水系河川整備計画に基

づき、改修を県に働きかけます。 

（原案）P142 
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(六合 ) 

２１  

水害対策として、東光寺の上流に防災用

の湖を整備するべきだ。  

 

（建設課） 

東光寺谷川については、静岡県が下流か

ら水害対策の改修工事を進めています。

そのため、防災用の湖を整備する計画は

現在ありません。 

 

－  

 

(六合 ) 

２２  

白岩寺公園を中心とした大規模公園を

（整備・活用）するべきだ。  

 

（都市政策課）  

公園整備の基本的な考え方については、

以下の項目に記載しています。  

（１）拠点づくりの方針  

②地域拠点における地域住民の憩い・交

流空間の整備 

 

◎  

（１）拠点づくりの方針  

②地域拠点における地域住民の憩

い・交流空間の整備 

地域拠点においては、地域住民の憩

い、交流空間となる公園について、

「緑の基本計画」の見直しなどを通

じ、公園のあり方や民間による柔軟

な利活用について、市民ニーズを踏

まえ検討します。 

（原案）P141 

 

(六合 ) 

２３  

岸山の上や白岩寺に車で行ける公園を

整備するべきだ。  

 

(六合 ) 

２４  

雨水、生活排水、汚水などの下水道対策

について記載がない。  

（下水道課）  

六合地域については、下水道事業の認可

区域外であり、地域に係わらず今後も合

併処理浄化槽の推進を図っています。  

 

－  

 

(六合 ) 

２５  

生活排水専用水路の整備を進める必要

はないか。  

（下水道課）  

生活排水については、合併処理浄化槽な

ど排水処理施設によりきれいな水に処

理された後、道路側溝や排水路に放流さ

－  
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れていますので、専用水路の整備を進め

る予定はありません。  

 

(六合 ) 

２６  

公共施設の駐車場の整備について記載

する必要はないか。  

（都市政策課）  

公共施設には、それぞれの整備目的と役

割があるため、具体的な附属施設をどう

するかは、個別計画で対応することにな

ります。  

－  

 

(六合 ) 

２７  

飲食できる施設を誘導する必要はない

か  

（都市政策課） 

飲食店などは幹線道路沿道への誘導が

必要だと考えます。このため、幹線道路

沿道の土地利用の基本的な考え方につ

いて、以下の項目に記載しています。 

（２）土地利用の方針  

③幹線道路沿道の整備  

 

◎  

（２）土地利用の方針  

③幹線道路沿道の整備  

（都）岸元島田線、（都）東町御請線

の沿道は、自動車交通の利便性が高

いことを考慮し、保全すべき農地の

明確化を図り計画的な土地利用に努

めます。 

（原案）P141 

(六合 ) 

２８  

暮らすために必要な働く場の確保とし

て、工業用地の確保を検討すべきだ。  

（都市政策課） 

工業用地については、現在ある良好な操

業環境を維持していくことが必要と考

えます。このため、既存の工業用地の考

え方について、以下の項目に記載してい

ます。 

（５）活力・魅力づくり方針  

③操業環境の維持 

 

◎  

（５）活力・魅力づくり方針  

③操業環境の維持 

既存の工業地域・工業専用地域につ

いては、良好な操業環境の維持・向

上を図ります。 

（原案）P143 
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(六合 ) 

２９  

（仮称）中河東光寺線は六合地域にとっ

て意味があるか。  

（都市政策課）  

（仮称）中河東光寺線は、六合地域を南

北に縦断する路線であり、慢性的に発生

している踏切での渋滞を解消する路線

として位置付けています。また、国道１

号との接続をフルインターチェンジ化

することにより、六合地域からのスムー

スな都市間交通を確保する目的もあり

ます。  

 

－  

 

(初倉 ) 

３０  

初倉公民館に交通結節点を位置付け、バ

スやタクシーによる移動サービスを充

実させることが記載されているが、実際

にバスを利用する人は少ない。現実的な

表現の方が良いのではないか。  

 

（都市政策課） 

バス利用者の増加対策については、個別

計画での検討となります。  

交通結節点や公共交通の基本的な考え

方については、以下の項目に記載してい

ます。 

（３）交通の方針 

④交通結節点の整備 

⑤バスなどの公共交通の充実 

 

 

◎  

（３）交通の方針 

④交通結節点の整備 

初倉公民館などにおいて、バスなど

の乗継の利便性を高める取り組みに

努めます。 

⑤バスなどの公共交通の充実 

公共交通については、移動ニーズに

合わせたバス、タクシーなどの効果

的・効率的な運行を検討します。ま

た、地域主体の自家用有償旅客運送

制度の導入を検討します。将来的に

は ICT などを活用した移動サービス

の導入を検討します。 

（原案）P152 
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(初倉 ) 

３１  

防災拠点を整備する考えはないか。  

 

（危機管理課） 

防災拠点には、設置する目的によって常

設（専用）のものと、平素と有事で使い

分けるものがあります。 

現在、地区の防災拠点となる第一次指定

避難所として、地区内の４小・中学校を、

また、初倉公民館及び初倉西部ふれあい

センターを第二次指定避難所に指定し

ています。また、初倉公民館は救護所と

しても指定しています。 

大規模災害の際には、これらの施設を活

用するよう計画しております。 

地区の救援物資集積拠点として民間事

業所と提携することも検討しておりま

す。 

さらに、広い意味では現在整備中の新東

名島田金谷 IC周辺の KADODE OOIGAWAや、

旧金谷中学校跡地を、大井川右岸地域の

多目的防災拠点として活用を検討して

いきたいと考えています。 

 

－  

 

(初倉 ) 

３２  

住民同士のコミュニケーション向上を

目的に、今回のワークショップを継続し

て続けることはできないか。  

（都市政策課）  

都市計画マスタープランにおけるワー

クショップは終了となります。これから

のまちづくりは、住民の皆さんが中心と

－  
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なり、合意形成を図ることが重要です。

ワークショップは終了しますが、出前講

座の活用などを通じ、皆様の活動を支援

していきたいと考えます。  

 

(初倉 ) 

３３  

地域企業とコミュニケーションを取る

ためのワークショップを開催できない

か。  

 

（商工課）  

開催されるワークショップの目的やテ

ーマ等が決まり、開催される場合には、

地域企業に参加いただけるように働き

かけるなど、開催に向けた支援を行って

まいります。  

 

－  

 

(初倉 ) 

３４  

空港周辺に公園ができないか。  （都市政策課） 

個別の公園整備の位置などは記載でき

ませんが、公園整備の基本的な考え方に

ついては、以下の項目に記載していま

す。 

（１）拠点づくりの方針 

②地域住民の憩い・交流空間の整備 

 

 

 

◎  

（１）拠点づくりの方針 

②地域住民の憩い・交流空間の整備 

地域拠点においては、地域住民の憩

い、交流空間となる公園について、

「緑の基本計画」の見直しなどを通

じ、公園のあり方や民間による柔軟

な利活用について、市民ニーズを踏

まえ検討します。 

（原案）P151 

(初倉 ) 

３５  

蓬莱橋の初倉側の整備・発展と観光資源

の活用が必要ではないか。  

 

（観光課）  

蓬莱橋に新たな価値を付加し、渡橋者を

増やす手段として必要と考えており、地

域でも散策ルートの紹介など積極的に

－  
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動いていただいておりますので、これと

呼応して活用を図ってまいりたいと考

えております。  

しかし、初倉側の整備にあたっては、河

川区域や民地といった底地の課題調整

や、最終処分場を返還するためのモニタ

リング結果の見極めなどが必要です。  

まずは状況を整理・確認し、整備方針な

どを固めてまいりたいと考えます。  

 

(初倉 ) 

３６  

無人販売所を増やし、マップを作成でき

ないか。  

（農林課）  

無人販売所は、各所に農業者が独自に設

置、運営しており、市では把握しておら

ず、無人販売所のマップ作成は困難と考

えます。  

市では地産地消活動を行っている朝市

グループの支援の一環として、朝市マッ

プを作成し、市内の公共機関等に配置し

ています。  

 

－  

 

(初倉 ) 

３７  

湯日地域の発展  （都市政策課） 

湯日地域の魅力向上などの基本的な考

え方については、以下の項目にて記載し

ています。 

（４）安全安心・コミュニティの方針 

◎  

（４）安全安心・コミュニティの方針 

⑤学校などにおける地域交流機能の

充実 

将来学校の統合により生じる跡地の

建物や土地については、地域ニーズ
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⑤学校などにおける地域交流機能の充

実 

（５）活力・魅力づくりの方針 

②歩いて楽しめるみちづくり 

 

や立地特性を踏まえ、効果的な活用

を検討します。 

（５）活力・魅力づくりの方針 

②歩いて楽しめるみちづくり 

蓬莱橋、中條景昭像、社寺、湯日地区

の拠点、湯日川沿いなど、歩いて楽

しいルートについて、市民協働によ

り一層魅力的な計画づくりを検討し

ます。 

（原案）P153 

(初倉 ) 

３８  

景観保全は農家への負担になるだけだ。 （都市政策課）  

良好な景観形成の維持については、観光

客などの来訪者のためではなく、住民が

地域への愛着心の向上やプライドの醸

成などを目的としています。景観形成に

は、より多くの住民参加が必要であり、

長期間を要すると考えています。地域住

民の皆様の御理解と御協力により、農家

の方だけが負担することのないような

取り組みが必要だと考えます。  

 

－  

 

(初倉 ) 

３９  

リニアによる大井川の水問題は初倉地

域にどのような影響が出るのか周知す

る必要はないか。  

 

（戦略推進課）  

議会からも初倉地域にとどまらずリニ

ア問題について周知するように意見が

出されています。  

－  
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 こうしたこともあり、例えば移動市長室

など市民が集まる場でその経過等を分

かりやすく説明しているほか、広報しま

だ 10 月号の市政羅針盤にリニア問題に

ついて昨年に引き続き取り上げたとこ

ろです。  

 

(初倉 ) 

４０  

今のままでは初倉の人口が減少し高齢

化が進むだけではないか。  

（都市政策課）  

初倉地域の人口や高齢化率については、

20 年後の 2040 年に人口は約 15％減少

し、高齢化率は 9％上昇すると予測され

ています。  

このことを踏まえ、都市計画マスタープ

ランの全体構想では、各地域に都市機能

や居住機能を集約し人口密度維持する

ことと、その拠点間をネットワークで結

ぶ、コンパクト＋ネットワークの都市づ

くりを進め対応することを記載してい

ます。  

 

－  

 

(金谷 ) 

４１  

県道島田岡部線の大井川橋で慢性的に

発生する渋滞緩和について記載がない  

（都市政策課）  

県道島田岡部線の大井川橋で発生する

渋滞につきましては、国道１号を４車線

化することにより、県道の渋滞が緩和さ

れると考えています。  

◎  

（３）交通の方針 

①幹線道路の整備 

東名高速道路、富士山静岡空港、新

東名高速道路、市の中心拠点などへ

のアクセス機能の強化に向け、国道
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（３）交通の方針  

①幹線道路の整備  

 

１号の４車線化、国道 473 号バイパ

スの早期完成、菊川インターチェン

ジのフルインターチェンジ化、大代

インターチェンジの完成型及び、国

道１号大代インターチェンジから新

東名島田金谷インターチェンジ間の

４車線化について、国・県に整備を

働きかけます。 

（原案）P162 

(金谷 ) 

４２  

高齢者が活用しやすい、公共交通の確保

が必要ではないか  

（都市政策課） 

公共交通の基本的な考え方については、

以下の項目に記載しています。 

また、高齢者だけでなく誰もが利用し異

動しやすいという考え方が大切だと考

えるため、全体構想（原案 P110）の公共

交通の方針の中で、誰もが移動しやすい

公共交通手段の確保のため、鉄道・バス・

タクシー・ワゴン車などを活用したデマ

ンド運行などについて記載しています。 

（３）交通の方針 

④交通結節点の整備 

⑤バスなどの公共交通の充実 

 

◎  

（３）交通の方針 

④交通結節点の整備 

地域拠点である金谷公民館周辺や金

谷駅などにおいて、バスなどの乗継

の利便性を高める取り組みに努めま

す。 

⑤バスなどの公共交通の充実 

公共交通については、移動ニーズに

合わせたバス、タクシーなどの効果

的・効率的な運行を検討します。ま

た、地域主体の自家用有償旅客運送

制度の導入を検討します。将来的に

は ICT などを活用した移動サービス

の導入を検討します。 

（原案）P162 

(金谷 ) 

４３  

地域拠点内の道路整備が必要（幅員６ｍ

以上の確保）  

（都市政策課） 

地域内交通の基本的な考え方について

は、以下の項目に記載しています。 

◎  

（３）交通の方針 

②生活道路の整備・修繕 

快適な生活の基盤となる生活道路に
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（３）交通の方針 

②生活道路の整備・修繕 

 

ついては、歩行者の安全性・快適性

を高めるため、市民との協働を図り

ながら管理を行い、拡幅整備や修繕

は、優先度を踏まえ計画的に推進し

ます。 

（原案）P162 

(金谷 ) 

４４  

大井川鐵道を地域住民が利用しやすく

取り組みはないか 

（生活安心課） 

大井川鐵道は現在、観光に重点を置いた

鉄道運行及び経営を行っているのが現

状です。市は、観光路線と併せ、地域住

民の足となる生活路線としての利活用

ができないか協力を働きかけてまいり

たいと考えています。 

 

－  

 

(金谷 ) 

４５  

医療施設の充実、集積化はどのように図

るのか  

 

 

（都市政策課）  

医療施設など都市機能の誘導の基本的

な考え方については、以下の項目に記載

しています。  

また、都市機能を有する施設の具体的な

誘導策などについては、個別計画（立地

適正化計画など）で検討します。  

（１）拠点づくりの方針  

①地域拠点の核となる金谷公民館周辺

の整備  

 

◎  

（１）拠点づくりの方針  

①地域拠点の核となる金谷公民館周

辺の整備  

地域拠点については、金谷公民館周

辺を位置付け、現在金谷地域内にあ

る２か所の支所機能を統合し、健康・

福祉・交流などの機能を有する地域

の拠点を形成します。 

また、地域拠点においては、都市施設

の整備と併せ、医療・福祉・商業・子

育て支援といった都市機能の誘導を

行うとともに、各地域からのアクセ

(金谷 ) 

４６  

医療施設の中核となる施設や小児科の

誘致はどのように誘導していくのか  
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スがしやすい公共交通の確保を図り

ます。 

（原案）P161 

(金谷 ) 

４７  

予防医療が可能なまちづくりが必要で

はないか  

 

（健康づくり課）  

生活習慣病の発症や重症化を予防する

ため、生活習慣の改善や健（検）診の受

診を勧めています。知識を普及するため

の講座や健康相談、訪問指導を実施して

おり、受けやすい健（検）診の実施にも

努めています。  

－  

 

(金谷 ) 

４８  

健康創出のまちづくりをどのように考

えているのか  

 

（健康づくり課）  

地域を単位とする保健委員活動などを

推進していくほか、地域の人、地域で活

動する団体などの地域の力を結びつけ、

地域全体の健康づくりを推進する環境

整備に努めます。  

 

－  

 

(金谷 ) 

４９  

防災に強い地域づくりはどのように考

えているのか  

 

（危機管理課）  

日頃より、自助、共助の重要性について

啓発を重ねており、そのための具体的な

仕組みづくりも進めています。  

住民の皆さんには、平素から必要物資の

備蓄、避難行動の確認をお願いすると共

に、地区の自主防災活動に御協力いただ

きますようお願いします。  

－  
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(金谷 ) 

５０  

防災及び医療の向上のため、ヘリポート

新設の考えはあるのか  

 

（危機管理課） 

現在、金谷地区の６箇所をヘリコプター

活動拠点として登録しており、災害時や

緊急時に活用する計画となっておりま

す。  

富士山静岡空港も近いことから、金谷地

区での航空拠点の新設は考えておりま

せん。  

 

－  

 

(金谷 ) 

５１  

子育て環境の向上と PR をどのように実

施するのか  

 

（保育支援課・子育て応援課）  

島田市では｢しまだ子ども未来応援プラ

ン｣を策定し、｢子育てしやすいまち パ

パ・ママが住みたくなるまち 子育て応

援都市 島田｣を基本理念とし、未来を

担う子ども達の健やかな成長のため、地

域が一体となって、子どもを真ん中に据

えた環境づくりを目指しております。今

後も、子ども達の健やかな成長にとっ

て、何が大切かという視点を第一に、子

育て支援に努めて参ります。ＰＲについ

ては、島田市のホームページ、広報しま

だはもとより、しまいくラインやＦＭし

まだなども活用し、情報をお届けしま

す。  

 

－  
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(金谷 ) 

５２  

アウトレットに観覧車をつくり、南アル

プス、駿河湾、富士山、夜景を観光資源

として活用できないか  

 

（戦略推進課）  

この事業は、「旧金谷中学校跡地の活用

に向けた基本計画」を実現・実施できる

事業提案者を公募型プロポーザルによ

り選考し、その事業者に有料で土地を貸

す組立です。現在、事業者側で計画策定

を進めております。なお、事業者も富士

山や大井川などの眺望を活用する考え

を持っているようですが、事業提案書に

は観覧車設置の計画はありません。  

【参考】  

・基本計画の目標・・・広域的な交流人

口の拡大、賑わいの創出  

・基本計画の方向性・・・観光・レクリ

エーションの拠点として、観光・交流機

能の充実、美しい茶園と調和する自然と

のふれあいの場を整備  

 

－  

 

(金谷 ) 

５３  

健康を目的とした観光客の集客が必要

ではないか  

 

（戦略推進課）  

旧金谷中学校跡地活用事業について、事

業者側の計画では、環境型観光施設と環

境型健康施設の２事業が提案されてお

り、後者は健康目的の集客事業となりま

す。  

具体的な事業内容は今後示されること

－  
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になりますが、提案書ではノルディック

ウォーキングや健康に関するワークシ

ョップなどの集客事業が掲げられてい

ます。  

(金谷 ) 

５４  

地域拠点周辺を住宅や商業地として活

用することが重要だ  

（都市政策課）  

拠点周辺の整備の基本的な考え方につ

いては、以下の項目に記載しています。 

（１）拠点づくりの方針  

①地域拠点の核となる金谷公民館周辺

の整備  

（２）土地利用の方針  

①地域拠点や鉄道駅周辺の利便性の高

い居住環境の形成 

 

◎  

（１）拠点づくりの方針  

①地域拠点の核となる金谷公民館周

辺の整備  

地域拠点については、金谷公民館周

辺を位置付け、現在金谷地域内にあ

る２か所の支所機能を統合し、健康・

福祉・交流などの機能を有する地域

の拠点を形成します。 

また、地域拠点においては、都市施設

の整備と併せ、医療・福祉・商業・子

育て支援といった都市機能の誘導を

行うとともに、各地域からのアクセ

スがしやすい公共交通の確保を図り

ます。 

（２）土地利用の方針  

①地域拠点や鉄道駅周辺の利便性の

高い居住環境の形成 

地域拠点や鉄道駅周辺については、

生活利便性を活かし、子育て世代を

はじめ多世代が住みやすい快適な居

住環境の形成を図ります。 

（原案）P161 
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(金谷 ) 

５５  

KADODE OOIGAWA を川根路や SL の

拠点にできないか  

（都市政策課）  

KADODE OOIGAWA を拠点とした交通

結節点の基本的な考え方については、以

下の項目に記載しています。  

（３）交通の方針  

④交通結節点の整備 

 

◎  

（３）交通の方針  

④交通結節点の整備 

「KADODE OOIGAWA」では、大井川鐵

道新駅の整備と合わせて、鉄道やバ

スなどの複数の交通機関を連携させ

るマルチモーダル施策を進めます。 

（原案）P162 

(金谷 ) 

５６  

農地を市民農園として活用する考えは

ないか  

 

（都市政策課） 

農地の保全活用についての基本的な考

え方については、以下の項目に記載して

います。 

また、中山間地の農業の担い手耕作放棄

地の具体的な対策については、他の個別

計画で検討します。 

（６）環境との調和の方針 

①農地の保全・活用 

◎  

（６）環境との調和の方針 

①農地の保全・活用 

本市の基幹作物であるお茶について

は、茶畑の優良農地を保全するとと

もに、集積・集約化を図ります。 

農地については、国土や自然環境の

保全、水源かん養、景観形成、災害時

の防災空間などの多面的機能を有す

ることから、都市的土地利用との調

整を行う中で、「島田市農業振興地域

整備計画」などによる適正な保全管

理に努めます。 

また、農業体験の場や地域住民と都

市住民との交流の場として活用しま

す。 

（原案）P164 

(金谷 ) 

５７  

中山間地域の農地は後継者不足により

耕作放棄地となっているため、対策が必

要ではないか  

(金谷 ) 

５８  

地域拠点周辺を住宅地として整備し、ば

らの丘のような街並みにしてはどうか  

 

（都市政策課）  

地域拠点周辺の居住環境の基本的な考

え方については、以下の項目に記載して

◎  

（２）土地利用の方針  

①地域拠点や鉄道駅周辺の利便性の

高い居住環境の形成  
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います。  

（２）土地利用の方針  

①地域拠点や鉄道駅周辺の利便性の高

い居住環境の形成  

地域拠点や鉄道駅周辺については、

生活利便性を活かし、子育て世代を

はじめ多世代が住みやすい快適な居

住環境の形成を図ります。 

（原案）P161 

(金谷 ) 

５９  

空き家については、空き家バンクの活用

が重要  

（都市政策課） 

空き家対策の基本的な考え方について

は、以下の項目に記載しています。  

（２）土地利用の方針  

⑤空き地・空き家の利活用 

 

◎  

（２）土地利用の方針  

⑤空き地・空き家の利活用 

今後、増加が予測される空き地・空

き家については、リノベーションな

どにより地域住民の交流の場などと

しての活用や所有者と活用したい人

のマッチングなどを通じた利活用を

検討します。 

（原案）P161 

(金谷 ) 

６０  

地域コミュニティの発展が重要  

 

 

（都市政策課） 

地域コミュニティ機能や地域の交流機

能の基本的な考え方については、以下の

項目に記載しています。 

（４）安全安心・コミュニティの方針 

⑦各種コミュニティ施設の活用 

◎  

（４）安全安心・コミュニティの方針 

⑦各種コミュニティ施設の活用 

地域のコミュニティ機能について

は、公民館などを生涯学習や市民活

動・交流の拠点として、また地域子

育て支援センターなどを子育て支援

の拠点として活用します。 

（原案）P163 

(金谷 ) 

６１  

食品、医療品を主体とした産業のまちづ

くりが重要  

（都市政策課）  

企業誘致などの基本的な考え方につい

ては、以下の項目に記載しています。  

（２）土地利用の方針  

◎  

（２）土地利用の方針  

③新東名島田金谷インターチェンジ

周辺の企業誘致・工業用地整備推進  

新東名島田金谷インターチェンジ周
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③新東名島田金谷インターチェンジ周

辺の企業誘致・工業用地整備推進  

 

辺については、地区計画に基づき、

道路などの基盤整備を進めるととも

に、広域交通の利便性や地域特性を

活かし、新たな産業の創出や次世代

の成長産業分野の企業誘致を推進し

ます。 

（原案）P161 


